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○砺波市地区公民館分館及び社会教育活動施設建設補助金交付要綱

平成１６年１１月１日

告示第２５号

改正 令和３年５月１０日告示第１０７号

（目的）

第１条 この要綱は、砺波市補助金等交付規則（平成１６年砺波市規則第３１号。以下

「規則」という。）の規定に基づき市民の地域活動の拠点となる砺波市地区公民館分

館及び社会教育活動施設建設補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し必要な

事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。

(１) 「地区公民館分館」とは、次の表に掲げる要件を具備するものをいう。

(２) 「社会教育活動施設」とは、社会教育法（昭和２４年法律第２０７号。以下

「法」という。）第４２条の規定に基づき、かつ、法第２０条に規定する事業を主

な目的とする施設でなければならない。

(３) 「新築」とは、新たに施設を建築することをいう。

(４) 「増築」とは、既設の施設に新たに施設を増設することをいう。

(５) 「改築」とは、既設の施設の全部又は一部を解体し、新たに施設を建設するこ

とをいう。

(６) 「改修」とは、施設の内部若しくは外装の全部又は一部を解体し修繕や改装す

ること又は既設の設備を修繕若しくは新たに整備することをいう。

設置主体 単一の町内会若しくは自治会（以下「町内会等」という。）又は複数の町

内会等

設置区域 単一又は複数の町内会等の全部の区域を対象とするもの

設置目的 設置区域の住民を対象として公民館活動、集会、研修その他に利用するこ

とを主たる目的とするもの

施設の形態独立した建築物（他の施設と併設するものであっても利用形態が明確に区

分できるものを含む。）であって施設の形態が利用目的に適合した機能を

有するもの

建築面積 建築面積が６０平方メートル以上のもの
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（補助金額）

第３条 補助金の額は、予算の範囲内で別表に定めるところによる。ただし、１，００

０円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。

（申請の手続）

第４条 施設建設事業を行う者（以下「補助事業者」という。）は、規則第３条の規定

により、補助金交付申請書（別記様式）を市長に提出しなければならない。

（交付決定の通知）

第５条 市長が補助金の交付を決定したときは、その旨を文書で通知するものとする。

（実績報告書の提出）

第６条 補助事業者は、事業完了後、規則第１２条の規定により、実績報告書を市長に

提出しなければならない。

（その他）

第７条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この告示は、平成１６年１１月１日から施行する。

（経過措置）

２ この告示の施行の日の前日までに、合併前の公民館及び社会教育活動施設建設補助

金交付要綱（昭和６０年砺波市告示第２４号）又は庄川町内公民館建設助成金交付に

関する基準（昭和４２年庄川町教育委員会基準第１号）の規定によりなされた手続そ

の他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則（平成２２年３月３１日告示第４５号）

この告示は、平成２２年４月１日から施行する。

附 則（平成２７年２月１８日告示第１３号）

この告示は、平成２７年４月１日から施行する。

附 則（令和３年５月１０日告示第１０７号）

この告示は、令和３年６月１日から施行する。
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別表（第３条関係）

区分 補助額

地区公民館分館を新築又は全部

を改築する場合

工事費の１０パーセント以内の額（金額に１円未満の

額がある場合は切り捨てる。）。ただし、１５０万円

を限度とする。

地区公民館分館を増築、一部を

改築又は改修する場合（地区公

民館分館を新築又は全部を改築

したときから１０年が経過して

いない場合及び増築、一部を改

築又は改修に要した工事費が１

００万円に満たないものを除

く。）

工事費（増築、一部を改築又は改修を同時に行ってい

る場合は、その合計額とする。）の１０パーセント以

内の額（金額に１円未満の額がある場合は切り捨て

る。）。ただし、１００万円を限度とする。

地区公民館分館を耐震補強する

場合（住宅・建築物安全ストッ

ク形成事業制度要綱（平成２１

年４月１日国土交通省住宅局長

通知）第８第３項に該当する要

件を備えた場合に限る。）

工事費の３分の２以内の額（金額に１円未満の額があ

る場合は切り捨てる。）。ただし、１００万円を限度

とする。

社会教育関係団体が社会教育活

動施設を新築又は全部を改築す

る場合

工事費の全部。ただし、８０万円を限度とする。


